
ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（令和６年度） 

 

 

 

令和７年２月１８日  

奈 良 県  

 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号）第１５条第１項の規定及び民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律施行規則（平成２３年内閣府令第６５号）第

２条の規定に基づき、ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通しを公表する。 

 

 

特定事業の名称 
奈良県中央卸売市場再整備推進事業 

（市場エリア整備事業） 

期 間 令和８年７月から令和１６年３月まで（予定） 

概 要 

中央卸売市場における以下の業務の実施 

・統括管理業務 

・設計業務 

・工事監理業務 

・施工業務 

・解体業務 

・移転業務 

・備品調達・処分業務 

・その他の業務 

公共施設等の立地 
奈良県大和郡山市筒井町９５７番地の１ 

（奈良県中央卸売市場） 

実施方針を 

策定する時期 

令和７年３月 

奈良県ホームページにて公表 

担 当 
奈良県 食農部 中央卸売市場再整備推進室 
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